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—―  学長候補者へのアンケート回答  —―  
	 

職員組合では２名の学長候補者にアンケート（質問状）をお届けしていましたが、回答

が寄せられましたので公開します。学長選考意向調査の参考にしていただければ幸いです。	 

質問事項は以下の通りです。	 

	 

１．	 大学ガバナンス改革における学長の権限強化について、メリットとデメリットをお

示し下さい。	 

２．	 文科省推進事業以外で、本学の教育・研究を向上させるための施策があればお示し

下さい。	 

３．	 本学の真の魅力、特色のとらえ方ならびに発揮の仕方について、お考えをお聞かせ

下さい。	 

４．	 全職員（教員、事務職員、技術系職員（看護師含む））の能力を最大限に引き出す

ための施策について、お考えをお聞かせ下さい。	 

５．	 職員組合との今後の関係について、お考えをお聞かせ下さい。	 

６．	 事務職員、技術系職員からの超過勤務特別延長手続きが常態化しています。これに

ついて、お考えをお聞かせ下さい。	 

７．	 非常勤職員の雇用形態について、お考えをお聞かせ下さい。	 

８．	 年俸制、テニュアトラックなど教員の雇用形態が多数存在し、複雑な組織構成とな

りました。このメリットとデメリットをお示し下さい。	 

９．	 学長選考に関する意向調査の投票有資格者について、教員には意向調査投票日にお

いて採用後１年未満の方でも投票権がありますが、職員には９年以上在職した方に

しか投票権がありません。この相違について、お考えをお聞かせ下さい。	 

	 

学長候補者（氏名 50 音順）	 

	 

古山	 正雄	 氏	 

松野	 謙一	 氏	 
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職員組合からの質問事項に対する回答 

学長候補適任者 松野謙一 

 

1. 大学ガバナンス改革における学長の権限強化について、メリットとデメリットをお示しく

ださい。 

学長の権限強化を必要としたのは、総合大学で複数の学部に影響が及ぶような改革を進

めようとしたときに、一部であれ学部からの反対がある場合、改革が遅々として進まない

ということに起因し、特に教授会を悪者にした議論が多いように思われます。本学のよう

な単科大学では、このような権限強化はそれほど必要とは思われません。むしろ、本学の

ような大学で必要なのは、学長と教職員の意識の一体化ではないでしょうか。 

 ご質問について： メリットは、本学の場合、改革等のスピードアップに、デメリット

は、意識の一体化の阻害、ではないでしょうか。 

 

2. 文科省推進事業以外で、本学の教育・研究を向上させるための施策があればお示しくださ

い。 

 「本学を研究型の大学にする」と所信表明に書かせていただいたことは、正に本学の教

育・研究を向上させるための私の所信であり、研究力のある大学にすることで、教育も向

上するし、本学のブランド化にもつながります。そして、それがないと、将来の文科省推

進事業への対応も叶わぬものと考えています。 

 

3. 本学の真の魅力、特色のとらえ方ならびに発揮の仕方について、お考えをお聞かせくださ

い。 

 福井謙一元学長以来、本学が標榜する「工芸科学」は、農学、工学、そしてデザインに

わたる、広範囲なスペクトルを持つ「ソフトテクノロジー」として他大学にない特色を持

っています。わたしは、今回の大学院改組で、これに「理学」（計数理学専攻）を加える

ことにより、工芸科学をより完全なものにしたかったのですが、事前折衝の最終段階でひ

っくり返されてしまいました。再度、挑戦し実現させたいと考えています。質問に対する

回答は、本学の強みである建築学・デザインおよび高分子・繊維科学をさらに強化すると

ともに、他大学にない総合工学としての「工芸科学」が本学の魅力であるので、それを前

面に押し出したいと思います。 
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4. 全職員（教員、事務職員、技術系職員）の能力を最大限に引き出すための施策について、

考えをお聞かせください。 

 所信表明の「４．教員と職員の一体化による大学の効率的運営」に書かせていただいた

通り、教員と職員の一体化を図ることが一番であると持っていますし、それが、お互いの

能力を最大限に引き出すための施策であると思っています。 

 

5. 職員組合との今後の関係について、お考えをお聞かせください。 

 対話を密にし、お互いを理解すれば、自ずとうまくいくと思います。そのためにも、上

述の教員と職員の一体化が一番重要ではないでしょうか。 

 

6. 事務職員、技術系職員からの超過勤務特別延長手続きが常態化しています。これについて、

お考えをお聞かせください。 

 好ましくない状態がある場合、その対策は、まず原因を究明し、次にその解決策を取る

のが、通常の手続きであり、本質問に対してもそれが答えになると思います。 

 

7. 非常勤職員の雇用形態について、お考えをお聞かせください。 

 人件費や定数の問題もあり、今後この議論は必要かと思いますが、少なくとも雇用環境

が、少しでも良くなるように配慮することが必要であると考えます。 

 

8. 年俸制、テニュアトラックなど教員の雇用形態が多数存在し、複雑な組織構成となりまし

た。このメリットとデメリットをお示しください。 

 組織の複雑化は、本学のような小さな組織にとって、意思決定のスピード感を削ぐこと

になるので、好ましいこととは思いません。 

 年俸制のメリットについては、50 歳をすぎて外部機関、とくに民間会社から本学に移ら

れる先生にメリットがあるように思われます。外部機関から本学に移る場合、給与の基準

が学卒何年で勘定されるようで、同じ年齢でも内部で昇進してきた先生と給与の面で大き

な差があります。したがって、外部資金の獲得がインセンティブとなる年俸制は多少その

差異を埋めてくれかもしれません。一方、現行給与制度の者にとっても、最近、退職間近

の教員の退職金が、民間と差があるとの理由で２割も減額されたことを考えると、今後１

０年、２０年先の退職金がどうなるかわかりません。それを考えると、年俸制も一つの選
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択肢かもしれません。デメリットは、これが、財務省の人件費抑制策と勘繰ると、全体か

ら見たとき良いことは何もありません。 

テニアトラック制については、そのメリットは、新人の採用が全てテニアトラック制に

なることが前提となりますが、この制度が厳格に運用されると、テニア教員の研究レベル

が上がり、教員のレベルアップにつながるでしょう。デメリットは、中途半端にやると雇

用形態による差別が悪い方向に出る恐れが多分に存在することと思います。 

 

9. 学長選考に関する意向調査の投票有資格者について、教員には意向調査投票日において採

用後１年未満の方でも投票権がありますが、職員には９年以上在職した方にしか投票権が

ありません。この差異について、お考えをお聞かせください。 

 ９年という数字の意味を想像すると、高卒９年が、ちょうど博士課程を修了し大学教員

として就職する方に対応しています。これが「９年」の根拠なら、最近はほとんどの職員

が大卒で就職することを勘案すると、「５年以上在職した方」と変更するのが現実的かと

思います。ただ、昔の学長選挙で学長を決めた時代から、現在は、単に意向調査に変わっ

てしまったことを考えると、全職員に投票権を付与することが、好ましいように思います。  

以上 
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